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《令和 6 年 8 月 29 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、Infusion reaction などが生じる可能性がある薬剤投与時の

呼吸心拍監視の算定は認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 通知より、呼吸心拍監視は「重篤な心機能障害若しくは呼吸機能障害を

有する患者又はそのおそれのある患者に対して常時監視を行っている場

合」に算定できるものであり、投薬や検査時の単なるモニタ―として行う

呼吸心拍監視は算定要件を満たさないため認められないと整理した。 

 


